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　各医療機関の長　様

栃木県保健福祉部長　
　　
　　
医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の
構築について（依頼）
　本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から格別の御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について（案）」（令和２年12月23日新型コロナウイルス感染症対策分科会（第19回）資料）において、まずは医療従事者等への接種を行うこととされており、当該医療従事者等の範囲には「病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む。以下同じ。）に頻繁に接する機会のある医師その他の職員」が含まれる見込みです。
こうした状況において、厚生労働省から「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」（令和３年１月８日健健発0108第１号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「国通知」という。）が発出され、医療従事者等への接種体制構築が進むよう、医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の基本的な考え方と各関係団体における体制構築の標準的な進め方が示されたところです。
つきましては、国通知の内容も踏まえ、下記のとおり、依頼させていただきますので、対応方よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
1． 作業内容及びスケジュール等
(1) 接種予定人数等の把握、報告
ア 接種予定人数等の把握及び報告【１月25日（月）まで】【県様式】
　　 ・自院における優先接種の対象として接種を受ける人数等を把握し、別添県様式により報告してください。
※　各郡市医師会及び栃木県歯科医師会宛て依頼を行っておりますので、郡市医師会を通して接種予定人数を回答する場合は、重複して回答することがないようにしてください。
※　優先接種の対象となる「病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員」の範囲については、各医療機関がぞれぞれの状況に応じて判断することとなります。
※　業務として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する業務を実施している場合、事務スタッフ等専門職でない方も対象とすることが可能です。

イ 接種予定人数の確定及び報告【２月12日（金）まで】【県様式】
・アで報告いただいた内容に変更等がある場合は、修正等を行い、確定版を別添県様式により報告してください。

ウ 県への報告は、電子メールにより以下のメールアドレス宛て提出願います。
【提出先】kansen-honbu03@pref.tochigi.lg.jp 
※　メールによる提出が出来ない場合はFAX 028-623-3920
※　様式は、「とちぎ医療情報ネット（https://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/）」に掲載いたしますので、ダウンロードして作成ください。

(2) 接種予定者リストのとりまとめ【２月15日（木）まで】【様式は別途お示しします。】
・接種予定者の氏名、住所、生年月日等の情報に関するリストを作成してください。
※　国から様式が示され次第、別途御連絡します。

　(3) 接種予定者のクーポン券付き予診票の発行、配付【接種予定者リストとりまとめ後】
　 　・(2)の接種予定者リストをもとに、県において接種時に必要となるクーポン券付き予診票を出力して送付しますので、各接種予定者へ配付願います。

　(4) 接種予定者への案内
・県において、医療従事者等への接種を行う医療機関と接種の日時や予定者数を調整の上、連絡しますので、接種予定者へ案内願います。

2． 留意事項
(1)  現在、国通知で示されている医療従事者等の具体的な範囲は、以下のとおりです。
・病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む。以下同じ。）に頻繁に接する機会のある医師その他の職員
※　診療科、職種は限定しない。（歯科も含まれる。）
※　委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、各医療機関の判断により対象とできる。
※　疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者を積極的に疑う場合だけでなく、発熱呼吸器症状などを有し新型コロナウイルス感染症患者かどうか分からない患者を含む。
栃木県保健福祉部健康増進課感染症対策室
（新型コロナウイルス感染症対策本部）
担当：太田、姫野、橋本
TEL：028-623-2841、FAX：028-623-3920
Mail：kansen-honbu3@pref.tochigi.lg.jp



